
 

（公財）建設業福祉共済団からのお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「建設共済保険」の他にも次のような事業を行っています。  
[育英奨学事業]  
被災者（死亡および障害・傷病３級以上）の子供に対して、要保育期間および 

小学校から大学までの在学期間中、返済不要の奨学金を継続して給付します。 

＜法定外労災補償制度＞ 

建設共済保険は労働者と企業のリスクをカバーします！ 
（年間完成工事高契約） 

 

 

 [労働安全衛生推進事業] 
●安全衛生用品の頒布 

●女性専用トイレ・更衣室導入費用の助成 

●安全衛生推進者表彰  等  

◆建設共済保険は、建設業界の声を受けて生まれた制度です。 
建設共済保険は、建設業を対象にした法定外労災補償制度の創設を望む建設業界の声を受け、昭和４５年に全国建設業

協会と建設業福祉共済団が特約を結び、建設省(現：国土交通省)及び労働省(現：厚生労働省)の認可を受けてわが国で初め

て創設された制度です。 

運営団体の建設業福祉共済団は平成２５年度に公益認定を取得し、公益財団法人としてより一層の労働者の福祉の向上

や建設業の更なる発展等を目指し運営しています。また、当共済団は、各都道府県建設業協会の賛助会員であり、事務委

託契約を結んで建設共済保険の普及促進を行っています。 

 

１．加入対象企業 
国土交通大臣または都道府県知事の建設業許可を取得している建設業者であれば加入いただけます。 

２．補償の対象となる方 
保険契約者が施工する元請・下請工事現場に就労する、自社および下請会社に雇用される労働者（アルバイト等を含みま

す。）を無記名で補償します。 

※保険契約者である事業主(労災保険の特別加入をすることができる方(従業員 300 人以下の場合)）も補償対象となります。 

※役員、事務職員等の方は追加加入いただけます。詳しくはお問い合わせください。 

３．保険金をお支払いする場合 
労災保険法に定める業務上または通勤途上の災害により、死亡、障害の１級から７級、または傷病の１級から３級に該当し

た場合です。 
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【企業が負担する諸費用の補償】 
慰謝料、原因調査費、訴訟関係費、安全教育費 

現場停止・指名停止期間の人件費      等 

（入院・通院、休業補償、葬祭料等、被災者への追加補

償に充てていただくこともできます。） 

【被災者の上乗せ補償】 

死亡、障害１～７級、傷病１～３級 

  

【被災者の補償】 
死亡、障害１～１４級、傷病１～３級 

療養(入院、通院)、休業補償、葬祭料    等 

諸費用補償(企業防衛) 

被災者補償(労働者福祉) 

国の労災保険による補償 

【建設共済保険の特長】 

①建設業における自主的な共済保険で掛金が安い 

②災害発生時に企業が負担する諸費用も補償 

③同一事故で多数被災した場合でも補償額の上限なし 

④元請・下請を問わず無記名で補償 

⑤代表者(保険契約者)も補償(従業員 300 人以下の場合) 

⑥経営事項審査において１５点の加点 

【年間掛金の目安】 
保険金区分合計 1,000 万円 

（被災者補償保険金  500 万円） 

（諸費用補償保険金  500 万円） の場合 

完工高 土木一式工事 建築一式工事 

1 億円 33,440 円  12,760 円  

2 億円 59,280 円  22,620 円  

5 億円 125,400 円  47,850 円  

10 億円 220,400 円  84,100 円  

50 億円 874,000 円  333,500 円  

保険金区分合計を 2,000 万円、3,000 万円、4,000 万円、

5,000 万円とする場合は、それぞれ上記掛金の 2 倍、3 倍、4

倍、5 倍となります。 

 

                                  取扱機関 

公益財団法人 建設業福祉共済団          一般社団法人 香川県建設業協会 

ご契約に関するお問い合わせ    ０１２０-９１３-９３１       Tel 087-851-7919 
その他のお問い合わせ       ０３-３５９１-８４５１     

 URL:https://www.kyousaidan.or.jp/ 検索 
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